
高知大学保健管理センター規則 

平成16年４月１日 

規 則 第 3 0 7 号 

最終改正 令和７年３月15日規則第82号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、学生の保健管理に関する専門的業務を行う厚生補導施設としての国

立大学法人高知大学組織規則第26条第３項の規定に基づき、高知大学保健管理センター

（以下「保健管理センター」という。）及び医学部分室（以下「分室」という。）に関し

必要な事項を定める。 

 （業務） 

第２条 保健管理センター及び分室は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 保健管理計画の企画、立案に関すること。 

(2) 学生の健康診断及び事後措置に関すること。 

(3) 学生の精神的、身体的及び就学上の相談に関すること。 

(4) 環境衛生及び伝染病の予防についての指導援助に関すること。 

(5) 応急処置に関すること。 

(6) 保健管理の充実向上のための調査、研究に関すること。 

(7) その他学生の健康の保持増進についての必要な専門的業務に関すること。 

(8) 本学職員の保健管理業務に関すること。 

（職員） 

第３条 保健管理センターに、次の職員を置く。 

(1) 所長 

(2) 基幹教員 

(3) 医療職員 

(4) その他必要な職員 

２ 分室に、分室長を置く。 

３ 前２項に掲げる者のほか、保健管理に関する専門事項を担当する者を置くことができ

る。 

４ 保健管理センターの教員人事については、所長は、欠員補充の可否を学長に協議した

上で、高知大学センター連絡調整会議の議を経て、発議を行うものとする。 



（所長） 

第４条 所長は、保健管理センターの業務を掌理する。 

２ 所長は、学長が指名する。 

３ 所長の任期は、当分の間、学長が定める。 

（分室長） 

第４条の２ 分室長は、所長の下に分室の業務を掌理する。 

２ 分室長は、所長の推薦により、学長が任命する。 

（運営委員会） 

第５条 保健管理センターの適正な運営を図り、保健管理の充実を期するため、保健管理

センター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、所長の諮問に応じ、保健管理センターの運営に関し必要な事項を審議する。 

（委員会の組織） 

第６条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 保健管理センター所長 

(2) 分室長 

(3) 各学部から選出された教員 各１人  

(4) 保健管理センターの基幹教員 

(5) 学務部長 

(6) その他保健管理センター所長が必要と認めた者 

２ 第１項第３号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生

じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員会に委員長を置き、保健管理センター所長をもって充てる。 

 （委員会の運営） 

第７条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。 

第８条 削除 

（事務処理） 

第９条 保健管理センターの事務は、学務部学生支援課が処理する。 

（雑則） 



第10条 この規則に定めるもののほか、保健管理センターの運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

附  則 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

   附 則（平成17年７月１日規則第545号） 

 この規則は、平成17年７月１日から施行する。 

   附 則（平成20年３月26日規則第127号） 

 この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

 附 則（平成30年３月28日規則第84号） 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月15日規則第82号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


